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午前９時56分開会

会議に付した案件

○概要説明

九州経済産業局資源エネルギー環境部

１．九州地域のカーボンニュートラル推進に

向けて

２．Ｊクレジット制度の概要及び事例紹介

○協議事項

１．次回委員会について

２．その他

出 席 委 員（11人）

委 員 長 安 田 厚 生

副 委 員 長 松 本 哲 也

委 員 外 山 衛

委 員 日 髙 陽 一

委 員 武 田 浩 一

委 員 荒 神 稔

委 員 下 沖 篤 史

委 員 工 藤 隆 久

委 員 岩 切 達 哉

委 員 前屋敷 恵 美

委 員 渡 辺 正 剛

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

九州経済産業局資源エネルギー環境部

カーボンニュートラル
柿 川 恵 介

推進・エネルギー広報室長

環境・資源循環経済課長 緒 方 孝 範

資源エネルギー環境課長補佐 山 口 瑞 樹

事務局職員出席者

政策調査課主事 原 田 智 史

政策調査課主査 西 尾 明

○安田委員長 カーボンニュートラル推進対策

特別委員会を開会いたします。

初めに本日の委員会の日程でありますが、お

手元に配付の日程（案）を御覧ください。

本日は、九州地域のカーボンニュートラル推

進、Ｊクレジット制度の概要及び事例紹介につ

いて、九州経済産業局からオンラインにより説

明をいただきます。

その後、次回委員会の内容について御協議を

いただきたいと思いますが、よろしいでしょう

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○安田委員長 それでは、そのように決定いた

します。

暫時休憩いたします。

午前10時１分休憩

午前10時２分再開

○安田委員長 委員会を再開いたします。

本日は、九州経済産業局資源エネルギー環境

部にオンラインにより御出席をいただいており

ます。

私から一言御挨拶を申し上げます。

私は、当委員会の委員長を務めます安田と申

します。どうぞよろしくお願いいたします。

本日は、お忙しい中、カーボンニュートラル

政策の動向やＪクレジット制度の概要について

御説明をいただきたいと思います。また、意見

交換をさせていただきたいと思いますのでどう

ぞよろしくお願い申し上げます。
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なお、委員の紹介につきましては、事前に送

付しました委員会名簿での紹介に代えさせてい

ただきます。

それでは、九州経済産業局より御説明をお願

いいたします。

○山口資源エネルギー環境課長補佐 私、九州

経済局資源エネルギー環境課の山口と申します。

本日はどうかよろしくお願いいたします。

早速ではございますけれども、カーボンニュ

ートラル推進対策特別委員会様に対する施策説

明ということで、カーボンニュートラルの取組

概要やＪクレジットに関する施策概要、それと

九州管内における取組に関しまして御説明をさ

せていただければと思っております。どうかよ

ろしくお願いいたします。

それでは、早速ではございますけれども、カ

ーボンニュートラルの取組に関しまして、当方

のカーボンニュートラル推進室長でございます

柿川より説明をさせていただきたいと思います。

○柿川カーボンニュートラル推進・エネルギー

広報室長 宮崎県議会カーボンニュートラル推

進対策特別委員会の皆様、おはようございます。

私、九州経済産業局でカーボンニュートラル

推進室長をしております柿川と申します。本日、

貴重な時間をいただきましてありがとうござい

ます。

私のほうからは、九州地域を中心に、今、カ

ーボンニュートラルに関する動向や九州地域内

での動きといったところを中心に御説明を申し

上げたいと思います。

こちらの資料をもとに御説明を申し上げます。

まず、私のほうからは前段、「九州地域のカー

ボンニュートラル推進に向けて」ということで

御説明申し上げます。

まず、国の主な動きということでカーボンニュ

ートラル、それからＧＸを巡る動きについての

御説明でございます。

はじめに、「カーボンニュートラルとは何か」

ということでおさらいですけれども、これは一

番左側の下のグラフにありますとおり、温室効

果ガスの排出を全体としてゼロにするというこ

とです。一方で、温室効果ガスの排出を削減を

しながら、併せていわゆるＣＣＳといわれてい

ます二酸化炭素などの吸収とか除去の技術を使

いまして、排出量等を下げつつ、除去をしなが

ら排出と吸収を差引きゼロにするということで

「ネットゼロ」という言い方もしております。

このようにして、温室効果ガスの排出を全体と

してゼロにするという考え方でございます。

温室効果ガスは、いわゆるＣＯ２だけではな

くて、メタンなど、全ての温室効果ガスを含ん

でおります。

右側、日本のＧＨＧというのはＧｒｅｅｎｈ

ｏｕｓｅ Ｇａｓということなんですが、濃い

青の日本の温室効果ガスの排出量を見てみます

と、エネルギー起源のＣＯ２が全体の85％を占

めるということで、エネルギー転換というのが

非常に重要な要素になってくるということが、

ここから見てとれます。

次のページです。世界の状況ということです

けれども、特に発展途上国における排出増加に

よりまして、世界全体で排出量も増加していま

す。日本は世界全体の３％ということですけれ

ども、この左側の上の図を見ていただきますと

少しずつＣＯ２の排出量が増えているところで

あります。

その中で、日本は2050年のカーボンニュート

ラル目標というのを立てておりますが、今のと

ころ予定どおりに削減が着実に進んでいる状況

にございます。
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カーボンニュートラルについてということで、

近年、日本と同様に年限を定めてカーボンニュ

ートラルの目標を表明する国、地域が急増して

おります。ＧＤＰで言いますと世界全体の90％

ということですけれども、2021年段階で世界191

か国中146か国がカーボンニュートラル目標を表

明するといったことで、これは大きな世界のト

レンドになっています。その中で金融機関の動

きとしましてよく言われておりますけれども、

いわゆるＥＳＧ投資というのが非常に増えてい

るます。また、企業の情報開示の基準の中に気

候変動に関する取組を実際に記載するようにと

いったようなこともございまして、実際に東京

プライム市場におきましてもこういった情報開

示が進んできている。実質義務化のようになっ

ているという状況になっております。

それから、産業界の取組におきましても、サ

プライチェーン全体で脱炭素化に取り組む動き

というのが進んでおりまして、一番分かりやす

い例でいくとＡｐｐｌｅがサプライチェーン全

体でカーボンニュートラルに取り組むというこ

とで、Ａｐｐｌｅに連なるサプライチェーンの

地域の企業も含めて脱炭素化の取組が求められ

ているといったようなことでございます。

その下にありますけれども、例えば、商品の

価値の中にカーボンニュートラルへの取組とい

うのを取り込んで付加価値を上げていこう、あ

るいは、そういうのを指標として評価していこ

うという取組も始まっています。このＧＸに取

り組むということが国、地域の競争力に大きく

影響していくといったような時代に突入してい

るということでございます。

カーボンニュートラルに向けた方向性としま

しては、大きく２つあるかと考えております。

先ほどエネルギー起源のＣＯ２が大体85％と

言いましたけれども、基本的な考え方としまし

ては電力部門については再エネを極力使いま

しょうと。それから、非電力部門においては化

石燃料からできるだけ電力への転換を推進して

いきましょうというのが大きな考え方となって

おります。

近年の注目のトピックとしましては、実はＤ

Ｘの進展が電力需要の増大につながっていて、

それが温室効果ガスの排出増加につながるので

はないかとの懸念もございます。特に生成ＡＩ

の利用拡大が進んでおりますけれども、そこの

中で取り扱うデータのデータセンターの電力消

費が今後大きく増加する可能性があり、この消

費電力の低減、半導体技術の開発を含めて、Ｃ

Ｏ２の削減の阻害要因となり得るということで

現在、対策が求められている状況になっており

ます。

次に、政策を巡る動きについてです。2020年

に当時の菅内閣の下で2050年カーボンニュート

ラル宣言というのがなされまして、それから、

加速度的にカーボンニュートラルに向けた取組

が推進をされております。

基本的には脱炭素、エネルギー安定供給、経

済成長の３つを同時に実現していこうというの

が国の大きな基本方針でございます。最近では、

ＧＸと言われておりますけれども、これはカー

ボンニュートラルを実現するに当たって社会や

経済の変革を伴う形にしていかないといけない

ということで、Ｘ、トランスフォーメーション

という言葉が最近は使われております。

大きな流れでいきますと、2050年カーボンニュ

ートラル宣言以降、2021年の４月の米国主催の

気候サミットにおいては、2030年までに2013年

比46％の削減目標が立てられまして、2021年10

月に第６次エネルギー基本計画、この中で再エ
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ネ比率を2019年18％から2030年36％から38％に

持っていこうというところです。

それから、後ほど御説明しますけれども2022

年６月には官民合同で、今後10年間で150兆円規

模のＧＸ投資を推進していこうといったような

動きになっております。

それに続きまして、2023年５月にはＧＸ関連

でＧＸ推進法、それから、ＧＸ脱炭素電源法と、

法整備が整いまして、2023年７月にはＧＸ推進

戦略、それと併せて、12月に分野別投資戦略と

いうことで、ＧＸ投資を分野ごとに何に重点的

に投資をしていくのかというところの戦略の取

りまとめがなされております。

それから、直近では、政府のＧＸ実行会議に

おいて2050年の中間目標としましてＧＸ2040ビ

ジョンというのが今策定に向けた議論が進んで

おります。これと併せて、第７次エネルギー基

本計画等の策定が予定されているという状況に

なっております。

ＧＸ2040ビジョンというのは、これはＧＸ実

行会議を中核に左側のＧＸ2040リーダーズパネ

ルという、官民での議論が進んでおりまして、

現在、直近では12回の実行会議において議論が

進んでおります。年内を目標にＧＸ2040ビジョ

ンというのをエネルギー基本計画、地球温暖化

対策計画と連動した形で取りまとめる指示が今

出されているところでございます。

先ほど御説明申し上げましたＧＸ推進戦略が

こちらのほうになるのですが、字が小さいので、

重要な要素だけを抜き出したのがこのページに

なっております。

ここは、ＧＸを加速させることでエネルギー

の安定供給と脱炭素分野での新たな需要、市場

を創出していこうということで、単に温室効果

ガスの排出を削減するだけではなく、これをしっ

かり日本経済の産業競争力の強化と経済成長に

つなげていこうというのが基本的な考え方でご

ざいます。

その柱は大きく２つございます。左側にある

エネルギーの安定供給の確保を大前提としたＧ

Ｘの取組ということで、まずは徹底した省エネ、

それから再エネの主力電源化、原子力の活用、

その他水素アンモニアの活用などといったよう

な取組が一つ。

それから、もう一つは、後ほど御説明します

けれども、成長志向型カーボンプライシング構

想という構想を打ち出しまして、これを基にＧ

Ｘ経済移行債という専門の国債を発行すること

で財源を確保し、今後、10年間で20兆円規模の

先行投資支援を行っていき、それを呼び水に官

民で合計150兆円規模のＧＸ投資を進めていく。

その20兆円を国債の発行によって確保していこ

うということでございます。

それから、もう一つは、成長志向型カーボン

プライシングによるＧＸ投資のインセンティブ

を出していこうということで、この中では温室

効果化ガスの排出量取引制度の整備、それから

発電事業者、それから化石燃料の輸入事業者に

対するオークション制度、炭素に対する賦課金

制度といったものを導入し、様々な手法を組み

合わせることでＧＸを進めていこうという考え

方が、このＧＸ推進戦略です。

ＧＸの投資ということですけれども、端的に

申し上げると大きな技術開発も必要となってま

いりますので、いろいろな取組にお金がかかり

ます。こういった革新的な技術開発、例えば、

よく最近テレビで言われている次世代太陽電池

のペロブスカイト太陽電池開発ですとか、ある

いは水素還元製鉄、製鉄をこれまでの高炉で還

元する方法から水素で還元する方法みたいな形
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の実証事業、アンモニアを使った取組といった

様々な取組を進めていくことでＧＸ投資という

のを加速化させていこうということで、現在行っ

ているところでございます。

成長志向型カーボンプライシングというのは

考え方が分かりにくいのですけれども、端的に

申し上げると炭素排出に値段をつけていこうと

いうことで、要するに炭素を出していくと高く

つくといったような仕組みを行いつつ炭素を出

さない投資を行うことで、炭素を少なくしてい

くというインセンティブを出していこうという

ものです。この組み合わせによって先ほどのグ

リーントランスフォーメーションを進めていこ

うというのが成長志向型カーボンプライシング

構想の大きな考え方になります。

先ほど申し上げました国債でありますが、Ｇ

Ｘ経済移行債を20兆円分発行してそれを財源に

投資支援をしていくということで、ＧＸ対応の

製品、研究開発、あるいはその商品の創出とい

うのを増やしていこうというのが一つ。これを

税制などのいろいろな制度を使って加速化させ

ていこうと。

それと、カーボンプライシングとか規制とい

うことで、非ＧＸ製品に対しては炭素価格が上

に付加されていくような形で一気に加速化させ

ていこうというのがこの成長志向型カーボンプ

ライシング構想の考え方でございます。

その一つの例としましては、航空燃料を従来

のジェット燃料からバイオマス燃料、ＳＡＦ燃

料に切り替えていこうというものです。今現在

ですと、コストの面で既存の化石燃料のほうが

価格が安いことからなかなか導入が進まないと

いうことで、その化石燃料のコストに比べて、

バイオマス燃料、ＳＡＦ燃料といったものが安

くなるような原料から製造、それから利用に至

るまでの様々な場面での仕組みを導入すること

で航空燃料の転換を進めていくといったものが

各分野で検討が進んでいっている状況です。

全体のロードマップとしましては、左側の規

制・支援一体型投資促進策、それから先ほど申

し上げましたカーボンプライシングによるＧＸ

投資先行インセンティブ、新たな金融手法の活

用、国際展開戦略、こういった４つの大きな柱

の下、今後10年間様々な政策が今進んでいって

いる現状となっております。

それから、ＧＸを巡る動きということで、重

点的に何に対して投資をしていくのかというの

を全体22の分野において投資戦略を定めており

ます。

たくさんあるので例を少し申し上げますと、

水素については一番上にありますとおり、既存

の燃料との価格差に着目した支援制度や大きな

設備インフラを整える拠点整備支援、水素の製

造装置の生産拡大投資支援、大規模な水素ステ

ーションやＦＣ商用車の導入促進といったもの

に重点的に投資をしていきます。

右上の化学のところでいきますと、エチレン

のような化学製品を作る際の、従来の燃料とし

ては石炭火力みたいなものが使われているもの

を、例えばアンモニアなどに転換していく。

基本的に鉄鋼と化学というのが非常にＣＯ２

排出量が多く、こういったところに重点的に投

資をしていくものでございます。鉄鋼について

も、従来、高炉でコークスを燃やしてつくって

いた鉄の製造方法そのものを生み出していこう

といったような形で転換を進めている状況でご

ざいます。

このようなものが分野ごとに定められており

まして、先ほどの20兆円を一つの呼び水とした

官民150兆円のお金の使い道をこういったところ
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に重点的に使っていこうというのが今のＧＸ戦

略の大きな考え方となっております。

それから、ＧＸリーグということでＧＸに積

極的に取り組んでいこうという企業さんの連合

体をつくりまして、そこで様々な社会経済構造

改革の取組を進めていくものでございます。

現在、ＧＸリーグ700社以上参加しておられま

すが、実はこの企業さんたちだけで我が国の温

室効果ガス排出量の５割以上をカバーしており

ます。ここで様々な社会実験をしながら国全体

に広めていくということで、一つの例としまし

て排出量取引制度があります。これは2026年度

の本格導入に向けて、現在、試行的にこのＧＸ

リーグのメンバーで排出量取引のテストをしよ

うということで準備が進んでいるところでござ

います。

排出量取引というのは、後からＪクレジット

の話も出てきますけれども、温室効果ガスの排

出削減を別の企業と取引をするという市場をつ

くるということです。いずれは一定規模以上の

排出を行う企業は参加を義務化するとか、ある

いは、個社の削減目標の認証制度をつくるといっ

たものの法定化を含めてきちっと制度化をして

いく。そのための実験的な取組をこのＧＸリー

グの中で先行的にやっていこうといったような

ことでございます。

このＧＸリーグの中には、実は宮崎県内の企

業も１社入っておりまして、旭化成さんもこの

ＧＸリーグに参画をされているといったような

ことでございます。

次に、環境省でも、企業向けのＧＸと併せて

自治体向けのＧＸということで2030年までに脱

炭素先行地域８か所以上の創出を目指すという

ことで、交付金なども活用しながら自治体とし

ての取組を環境省を中心に進めていかれている

といったような状況でございます。

これが国の主な動きということで、次は企業

がカーボンニュートラルＧＸに取り組む上での

ポイントについて御説明申し上げます。

まず、企業の脱炭素化の重要性ということで、

現在、企業を取り巻く脱炭素化の環境が大きな

流れになってきております。

一つは、企業にとってのステークホルダー、

金融機関、株主からは脱炭素の取組が求められ

ている。それから、サプライチェーンにおいて

も取引先から脱炭素化の取組、あるいは、消費

者においても消費者の環境意識の高まりなどへ

の対応や労働者、政府など、各ステークホルダ

ーから様々な取組を企業は求められているとい

うのが大きな状況かと思います。

そういった中で、サプライチェーンにつきま

しては、ヨーロッパを中心に脱炭素化の取組を

行っていない企業が市場から受けられなくなっ

てきているといったようなことで、サプライチェ

ーン全体でカーボンニュートラルを目指すグロ

ーバル企業が増加しているということでござい

ます。

先ほど、Ａｐｐｌｅの例を申し上げましたけ

れども、Ａｐｐｌｅにかかわらず日本の企業で

あっても欧米の市場で取引を行う企業は脱炭素

化の取組を求められ、海外顧客からのカーボン

ニュートラルの対応の要請を求められている企

業も近年増加しているといったような状況に

なっております。

その中で、これは、脱炭素化の取組は決して

大企業だけ求められているわけではなく、中小

企業もしかりでございます。取引先からカーボ

ンニュートラルへの協力を要請された企業の割

合、左下のグラフを見てみますと2020年から僅

か２年間で倍増といったような状況になってお
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ります。

実は、企業部門で日本全体の温室効果ガス排

出量のうちの約２割を中小企業が占めていると

いうことで、大企業のみならず中小企業にも目

標達成の協力をいただく必要があるということ

でございます。

脱炭素化の取組、特にサプライチェーンを考

えたときにＳｃｏｐｅ１・２・３という考え方

がございましてこちらも御紹介させていただき

たいと思います。

まず、自社だけでカーボンニュートラル、脱

炭素化に取り組む場合はＳｃｏｐｅ１、それか

ら、例えば電力会社ガス会社からエネルギーを

購入してエネルギーを使用する場合、これはＳ

ｃｏｐｅ２というように言われております。上

流ということでいきますと仕入先、それから下

流は製品を収める納品先ということになります

けれども、自社だけでなく、上流・下流、両方

合わせて、Ｓｃｏｐｅ３となっております。サ

プライチェーン全体での取組を進めるというこ

とは、このＳｃｏｐｅ１・２・３全てにおいて

排出を削減していくということになりますので、

企業にとっては自社だけの温室効果ガスの排出

量を測る、把握するだけでなく、取引先におけ

る排出量の把握をするということもサプライ

チェーン全体での取組には必要になってくると

いうのがこの図から見て取れるかと思います。

次に、企業が取り組む際のメリットとＧＸに

向けた課題について御紹介させていただきます。

まず、カーボンニュートラルに取り組むメリッ

トということで特に中小企業ですけれども、一

つは省エネにつながるところ、それから、資金

調達ということで企業からの融資が受けやすく

なるところ、他社の製品との差別化になり、競

争力の強化につながりやすくなるといったよう

なメリットが多く企業様から挙げられていると

ころとなっております。

中小企業においてもカーボンニュートラルに

取り組む意識は進んでいる一方で、大きな課題

が幾つかあり、コストが高いというところや、

現有設備では対応が難しいところ、人材がいな

いなどを挙げている企業が多く存在しておりま

す。

そうしたところもありまして、行政としては

中小企業の抱える課題を解消し、取り組むハー

ドルを下げていく。それによって中小企業のカ

ーボニュートラルを後押ししていくということ

が求められております。

そういったところで現在、活用可能な施策を

少しまとめております。

一つは、まずは現状把握を行いまして、それ

に対する取組を進めていくということで、様々

な施策、メニューを国でも準備しております。

まずは相談窓口を使って現状把握を行いまし

て、補助金などを使って設備などを進めていく。

また、それを税制などを使って環境を整えてい

く。大きな考え方としてはそういうことになり

ますけれども。私どものほうで推奨しているの

は、こちらの環境省と一緒につくった中小企業

等のカーボンニュートラル支援策という資料で

ございます。

真ん中を見ていただきますと、実は企業の状

況によってフローチャートでまとめております。

カーボンニュートラル対策のステップとして、

まずはカーボンニュートラルについて知りま

しょう。そして、排出量を把握した上で排出量

を削減していきましょうという３つのフェーズ

に分けており、何をどうすればいいのか全く分

かりませんというところに対して、相談窓口を

準備しております。
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それから、排出量を把握するということにつ

いては、例えば、省エネお助け隊ですとか、省

エネの最適化診断、排出量の算定のツールなど

を準備しております。

それから、排出量を削減するということにな

りますと、設備投資などを伴いますので、例え

ば省エネ補助金ですとかものづくり補助金、そ

ういった省エネ、カーボニュートラル対応の設

備更新にこのような政策が使えますよというも

のを一覧表にしまして、様々な支援策を次のペ

ージに御参照くださいという形でまとめており

ます。

これは、経産省のホームページにも掲載をし

ているものでございます。

広く様々な相談に対応できるよう、中小企業

のオンライン相談窓口を設けていたり、カーボ

ンニュートラル実現に向けたチェックシートの

作成、省エネ最適化診断みたいなことで専門家

による支援メニュー、実際に工場などに入って

省エネ診断、あとは、再エネ提案なども行うよ

うな仕組みも準備しておりますので広く活用い

ただきたいと考えているところです。

次に、省エネ最適化診断、省エネお助け隊の

活用事例でございますが、詳細は割愛させてい

ただきます。

また、自動車部品サプライヤー事業転換事業

や、省エネ補助金などを活用して省エネ型の設

備投資を行うといったような支援策も準備をし

ているところでございます。

さらに、カーボンニュートラル対応の設備投

資を行う際の税制的な支援も行っておりまして、

カーボンニュートラル投資促進税制というもの

で、これは脱炭素化に資する設備導入に対して

最大10％の税額控除または50％の特別償却が受

けられるといった制度も御用意させていただい

ております。

記載してありますのが、実際の導入の事例と

いうことになっております。

このような形で様々な支援策を準備しており

ますので、もし県内の事業者様でこういったも

のを使いたい、取り組みたいという企業様がお

られましたら、お声がけいただければ活用可能

な施策を御紹介させていただきたいと考えてお

ります。

続きまして、九州での現状についての御説明

でございます。

先ほど申し上げました再エネについては、全

国よりも再生可能エネルギー、とりわけ太陽光

発電の比率が全国と比べて高く、宮崎県内にお

きましては、九州の中でもさらに高い地域であ

ろうと認識をしているところでございます。

そういった中で、最近注目されている再エネ

電源として一つは洋上風力発電というのがござ

います。

今、国においては、洋上風力発電の案件の公

募が全国で行われております。その中で潜在的

な適地としては、北海道、東北に次いで九州も

非常に有望視されているエリアでございます。

九州管内では４つの地域での導入計画が進んで

おります。

１つは、北九州市響灘の沖合、それから長崎

県の五島市沖、長崎県の西海市沖、佐賀県唐津

市沖で動きがございます。

具体的に、北九州においては港の中で大規模

な洋上風力発電の建設が始まっておりまして、

中が終われば次は沖合にと、今後、全国で様々

な洋上風力発電の開発が進んでいくといったよ

うなことになっております。

洋上風力については、発電設備の開発そのも

のもありますけれども、洋上風力発電は大きく、
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３万点ぐらいの部品が必要であるというふうに

言われておりましす。端的に申し上げると、洋

上風力発電の開発に伴って必要になる部材の国

内調達を進めていこうということでございます

ので、これは宮崎県内の企業におきましてもサ

プライチェーンの参入のチャンスがあるという

ようなことでございます。

そういった中で、九州企業の脱炭素に向けた

取組ということでございますけれども、まず意

識を変えていきましょう、それから現状分析を

しましょう、その中で作戦を立てましょう。そ

の中の最終的な出口としては大きく２つあるか

というふうに考えております。

私どものほうでは、単純に省エネを進めまし

た、脱炭素を進めましたというだけにとどまら

ず、脱炭素を経営戦略に落とし込んでいきませ

んかというところ。それから、事業活動に落と

し込んで、経営と事業の在り方を、これを機に

抜本的に見直していきませんかというところが

御提案申し上げている内容でございます。

その中で、実際に取り組んでいる企業の事例

を幾つか御紹介をさせていただきます。

１つは、長崎県壱岐市において、実証段階で

はありますけれども、フグの陸上養殖場に再エ

ネの設備と水素の蓄電発電システムを設置し、

水素を使ってフグを養殖する仕組みをつくろう

ということで、取組をされているところでござ

います。これを一つの実証モデルとして様々な

分野において広げていこうというところです。

それから、鹿児島県の日置市は、再エネの地

産地消ということで地域マイクログリッドと小

水力発電を用いたエネルギー転換、それから地

元高校生へのエネルギー教育を通じた再エネ人

材の育成といったようなことを市を挙げて取り

組んでおられます。

佐賀県佐賀市の清掃工場ではごみ発電に加え

て、そこから排出されたＣＯ２を分離回収し、

ＣＯ２を藻の培養事業に使ったり、植物工場で

いちごの育成に使ったりと、有効活用していこ

うと様々な取組が行われております。

また、大分県の株式会社タカヒコアグロビジ

ネスでは、地熱―温泉熱を利用して農業ハウ

スの中の温度を制御し化石燃料から脱却した形

で、パプリカの生産を行っておられたり、Ｊク

レジット制度の活用や、ＩＣＴ、スマート農業

の導入などの取組をなされておられます。

福岡市においては、住宅建設会社では環境配

慮型住宅を会社の経営戦略としてこれを集中的

に取り組んでおられる事例。北九州市では、松

本工業株式会社という、自動車部品をつくって

いる会社ですけれども、生産方法を根本的に見

直して脱炭素工法みたいなもので新しい生産シ

ステムをつくられているといったところです。

それから、北九州市の熱産ヒート株式会社で

は、熱制御の技術を生かして脱炭素化に取り組

んでおられる事例。

久留米市の株式会社丸信という印刷業の会社

ですけれども、事業所から排出されるＣＯ２排

出量を実質的にカーボンゼロにする。したがい

まして、この会社の納品を受けた企業はカーボ

ンゼロの商品を使っていますということを企業

のアピールに使うことができるということで取

り組んでおられる企業さんもございます。

あと、佐賀県のＳＡＧＡ ＣＯＬＬＥＣＴＩ

ＶＥ協同組合では、脱炭素化を一つのブランド

化にし、これをメッセージとして社会に発信し

ていこうということに取り組んでおられる企業

さんなどもおられます。

このように企業によって様々なやり方がござ

いますけれども、生産方法の中に脱炭素を組み
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込む、脱炭素を製品の付加価値として高めてい

こうといった形などで、脱炭素化に取り組んで

おられる企業様が九州にもたくさんあるという

ことでございます。

最後に、九州経済産業局の取組を御紹介させ

ていただきます。

私どもは、先ほど申し上げましたとおり中小

企業の脱炭素化の取組支援しているところです

けれども、今は、脱炭素化やカーボンニュート

ラルを知らない企業というのは中小企業も含め

て、ないのではなかろうかと考えております。

しかしながら、取組が進んでいる企業と進ん

でいない企業に大きな差がございます。進んで

いない課題としましては、先ほど申し上げまし

た情報、コスト、設備、人材といったリソース

不足が考えられます。私どもの取組の方向性と

しまして、一番下にございますけれども、まず、

そもそも脱炭素化の必要性を感じていない企業

様については意識改革をしていただきましょう。

それから、必要性は感じているけれども何から

どう取り組んでいいか分からない企業様に対し

ては情報提供を行っていきましょう。必要性を

感じているけれどもお金や資金、人材に取り組

む余裕がないところについては、外部のリソー

スを活用しませんか、あるいは、様々な支援策

を活用しませんかといったような御提案をさせ

ていただいています。

必要性を感じているけれども、対応コストが

高い、費用対効果が見えないという企業様につ

いては、実際にどれだけの効果があるか見える

化をしていきましょうといったような取組を

行っております。

例として一つ挙げますと、例えば、九州の中

でＧＸあるいはカーボンニュートラルを成長機

会として捉えている企業様をグリーン成長推進

パートナーと位置づけて重点的に取組を行った

り、支援機関と連携して地域ごとにニーズを掘

り起こし、いわゆるＧＸの取組企業予備群みた

いな企業様に対して支援策を御紹介したり、個

別相談会を実施するなどしております。

それから、洋上風力発電も再エネ電源のキー

テクノロジーということになるかと思いますけ

れども、全国で洋上風力のプロジェクトが進行

している中で、洋上風力は風力発電を建てるだ

けではなく、そこのプロセスに入り込むことで

サプライチェーン参入の機会が生じます。

九州はものづくりの産業集積、港湾機能のポ

テンシャルがある一方で、洋上風力や風車は欧

米中心ということで、大体、デンマークの会社、

スペインの会社、アメリカの会社、あと、中国

の会社がほとんどを占めております。

その中で、日本は中国を除く欧米中心の風車

が多く使われており、現在のサプライチェーン

は欧米中心となっていることから、国内企業の

参入にはハードルがある状況です。私どもとし

ては、このようなサプライチェーンに九州の地

域企業が参入していただくために、2022年にサ

プライチェーン参入に向けた課題を抽出をしま

して、2023年度に九州洋上風力関連産業ネット

ワークを立ち上げ、そのネットワークの参加企

業に集中的に情報提供、事業化支援などを行っ

ております。

今年度はサプライチェーンの中でどの分野が

有望なのか、九州の中でどういった企業が有望

なのかを抽出しまして、そういった企業様を対

象に分野別の勉強会などを予定している状況で

ございます。

また、水素社会の実現に向けてということで、

九州の中でも水素のサプライチェーン構築に取

り組んでおられる地域がございます。例えば鉄
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や自動車をつくるときに水素を使うなど、水素

が様々な社会場面で利用が進んでいくというこ

とを見越して、今のうちから準備をするために、

毎年、水素をテーマにした機運醸成のためのフォ

ーラムを、九州において世界最先端の水素研究

を行っている九州大学様等と連携して開催して

おります。今年度も開催予定となっております

のでもし御関心を頂ける皆様がおられましたら

オンラインも予定しておりますのでぜひ参加い

ただければと思います。

最後に、環境事務所様と共同の事業ですけれ

ども、地方公共団体のカーボンニュートラルに

関する地域課題を企業のソリューションを用い

て解決しようというマッチングイベントを11

月15日に佐賀県鳥栖市で開催予定となっており

ます。

こういった様々な取組を九州経済産業局で進

めておりますので、宮崎県内の企業で取り組み

たいと考える皆様、あるいは、こういった施策

を考えていらっしゃるという行政の皆様、随時、

私どもに御相談いただければ一緒に考えていき

たいと思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。

私からは以上でございます。

○緒方環境・資源循環経済課長 引き続きまし

て、私は九州経済産業局環境・資源循環経済課

の緒方と申します。本日はどうぞよろしくお願

いいたします。

私からは、Ｊクレジット制度の概要及び事例

紹介ということで少しお時間を頂きまして御説

明させていただきたいと思います。

Ｊクレジット制度につきましては御存じの方

が多いかと思いますけれども、省エネ・再エネ

の設備の導入であったり、森林管理などによる

温室効果ガスの排出抑制、あるいは吸収量をク

レジットとして認証する制度となっております。

こちら、2013年に、それまでありました国内

クレジット制度とＪ―ＶＥＲ制度を一本化いた

しまして経済産業省と環境省、農林水産省で運

営をしているということになっております。

こちらの温室効果ガスの削減であったり吸収

活動につきましては、プロジェクトの単位ごと

にこの制度に登録いたしましてクレジットとし

て認証されるということになっております。こ

ちらの制度によりまして、中小企業や自治体等

の省エネ、低炭素投資を促進するとともにクレ

ジットの活用によりまして資金が循環するとい

うことになりますので環境と経済を両立すると

いうことを目指した制度となっております。

クレジットの考え方でございますけれども、

プロジェクト実施後排出量と新しい設備導入後

の排出量を現在の排出量として、更新前の古い

設備で必要なエネルギーを賄うとした場合の排

出量をベースライン排出量として、この差分を

排出削減量ということで国がＪクレジットとし

て認定するものになります。

次に、クレジット制度の対象事業です。こち

らは本制度で策定されました方法論に基づいて

いることが必要となっております。

この方法論につきましては、排出削減、吸収

に関する技術ごとにその適用範囲であったり、

排出削減、吸収量の算定方法、モニタリングの

方法などを規定をいたしております。また、承

認された方法論に必ずしも該当しない場合もあ

るかと思いますけれども、そのような場合は規

定に基づきまして方法論を提案することもでき

るようになっております。

具体的には、下の図のように省エネ設備の導

入であったり、再エネの導入、あるいは、適切

な森林管理など、今年度の７月時点では71の方
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法論が承認されているというところでございま

す。

プロジェクトの形態につきましては、通常型

とプログラム型の２つに分かれるということに

なっております。

通常型につきましては、基本的に１つの工場

や事業所などにおいて削減活動を一つのプロ

ジェクトとして登録をするというような形態と

なります。

プログラム型につきましては、複数の削減、

吸収活動の取りまとめをいたしまして一つのプ

ロジェクトとして登録する形態でありまして、

これは削減、吸収活動を随時追加することがで

きるなどのメリットがあります。

こちらは、参考までに現在承認されている方

法論を掲載しております。

内訳といたしましては、83ページから84ペー

ジに省エネルギーなどが43件登録されています。

また、85ページにありますように再生可能エ

ネルギーが11件、工業プロセスが５件定められ

ております。

それから、86ページには農業関係で６件、廃

棄物で３件、森林関係で３件が承認をされてお

り、全体で71件の方法論が承認されています。

次に、87ページのプロジェクト登録、クレジッ

トの認証の流れでございます。

まず左側にプロジェクト登録の記載がありま

すけれども、プロジェクトの計画書を作成して

いただき、審査機関がこの審査内容の妥当性を

確認して認証委員会の審議を踏まえてプロジェ

クトの登録という流れになります。

次に右側にクレジットの認証の記載がありま

すけれども、登録されたプロジェクトに関する

モニタリング報告書などを作成いただき、こち

らも審査機関が認証量等確認して認証委員会の

審議を踏まえた上でクレジットの認証という流

れになっております。

参考までにＪクレジット制度の運営体制を掲

載させていただいています。

まず、経済産業省、環境省、農林水産省が全

体の制度管理者ということとなっております。

実際には、国が設置したＪクレジット事務局が

管理をしているということでございます。

また、審査機関では、Ｊクレジット制度にお

ける各種の審査、妥当性の確認であったり検証

業務を実施しております。そのほか、運営委員

会や認証委員会を設置いたしまして登録認証に

関する審議を行うことになっています。

次に、国やＪクレジット制度事務局による手

続支援を参考に記載させていただいております。

プロジェクトの登録でございますけれども、

これにつきましてはＪクレジット制度事務局が

プロジェクトの計画書の作成をサポートすると

いうことになっております。また、予算にも限

りがあるんですけれども、外部審査機関による

審査費用も一部事務局が支援をするというよう

なことをしていただいております。

次のページはクレジットの認証の手続におけ

る支援ということになりますけれども、こちら

ではモニタリング報告書の作成のサポートで

あったり、こちらも外部審査機関による費用の

一部を支援するということになっております。

実際に支援の対象につきまして整理をさせて

いただいておりますけれども、こちらの内容は、

毎年度の予算で見直し等もありますので、最新

の支援内容や支援条件につきましてはＪクレ

ジット事務局のホームページに掲載させていた

だいる申請手続支援のページで確認できますの

で御確認いただければと思います。

それから、支援につきましては各地方経済産
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業局でもＪクレジット制度の推進のための支援

に取り組ませていただいております。こちらは、

九州で今年度取り組ませていただいている内容

となりますけれども、地域密着型の新規プロジェ

クトの発掘や登録支援、あるいは、供給拡大に

向けたクレジットの認証支援などに取り組ませ

ていただいております。

また、宮崎県さんも入っていただいておりま

すけれども、各自治体や金融機関、関係機関等

をメンバーとした九州地域Ｊクレジット制度

ネットワーク連絡会議を年に３回程度開催させ

ていただいております。先進事例の情報交換や

国の最新的な政策の状況等の情報交換をさせて

いただいているというようなところでございま

す。

そのほか、Ｊクレジットに関する相談窓口も

設置をさせていただいておりますので何か御質

問等があれば御活用いただければと思っており

ます。

次のページには、参考までにプロジェクトの

審査費用を掲載させていただいております。

プロジェクト登録の際の妥当性の確認であっ

たり、プロジェクト認証の際のモニタリング報

告書の検証の費用ということでありますけれど

も、プロジェクトの種別ごとに平均額等を出さ

せていただいておりますので御参考にしていた

だければと思います。

次にＪクレジットの売買方法を紹介させてい

ただきます。一つ目が仲介業者―環境コンサ

ルタント的な企業さんを利用しながら売買する

パターン。

二つ目が、売りたい方と買いたい方が直接の

相対取引をされるようなパターン。

三つ目に、Ｊクレジット制度ホームページを

利用する場合も可能でございます。

これらに加えまして、東京証券取引所のカー

ボン・クレジット市場で取引することも可能に

なっているところでございます。

次に、売出しをされているクレジット一覧で

ございますけれども、これはＪクレジット制度

ホームページで掲載がございます。これは、売

り手が売出しを希望するクレジット情報が掲載

されておりまして、クレジットの実施場所やプ

ロジェクトの種別、クレジット量といったもの

が検索が可能で、クレジットの保有者の連絡先

等も掲載させていただいており、買いたい方、

クレジットを購入されたい方への情報提供とい

うことになっております。

ＧＸリーグとカーボンクレジットの関係とい

うことで参考までにつけさせていただいており

ますけれども、先ほどＧＸリーグにつきまして

はお話がありましたとおり、カーボンニュート

ラルに向けて積極的に取り組まれている企業さ

んが現在700社集まっており、日本のＣＯ２排出

量の約５割ぐらいを占めております。主に大企

業さんが多いのですけれども、基本的に日本の

多くの企業が2030年度までに削減目標を設定し

ていますが、ＧＸリーグの場合は５年前倒し

て2025年度までに削減目標を設定をされている

ということでございまして。

ＧＸリーグでは、2023年度以降、排出量取引

を試行的に開始しておりまして、国の2030年度

の温室効果ガス46％削減等の目標相当の削減を

実現するという場合には、超過削減枠が発生す

るということになりますので、それを例えばカ

ーボン・クレジット市場などで取引をすること

になるということでございます。

続いて、カーボンクレジット市場における取

引状況を示したものでございます。

これは、市場が開設をされまして現在までで
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約１年ということになります。現在までに292社

が取引参加者として登録をされておりまして

約49万トン、総額14.7億円が取引をされている

ということでございます。

それから、これはスケジュール的なものを整

理したものでございます。

上段にありますとおり、排出量取引制度が試

行的に進められておりまして、下段のカーボン

・クレジット市場は昨年の10月に東京証券取引

所に開設をされました。

また、中段にありますようにＧＸリーグの参

画企業による排出削減目標の公表であったり、

排出実績報告等がなされるということになって

おりまして、この中で超過削減枠の取引もカー

ボン・クレジット市場で今年の11月から取引が

開始をされる予定ということになっております。

Ｊクレジット活用方法でございますけれども、

１つは温対法や省エネ法などの国内の法制度へ

の報告。海外イニシアチブへの報告といった事

例もございます。また、企業の自発的な取組と

して活用されるというようなこともございます。

近年活用が多いのは、ＣＤＰ及びＲＥ100とい

うような報告等の自己活動が多く、温対法の調

整後の排出量調整などにも活用を行っていると

いうことでございます。

いずれにしましても、温室効果ガスの排出削

減等について、自社だけでは賄えない部分をＪ

クレジットを活用しながらカバーするというこ

とが可能となっているということでございます。

次に、クレジットの認証状況をまとめたもの

でございます。

認証回数は旧制度からの移行分も含めて延

べ1,168回、認証量といたしましては1,042万ト

ン程度となっているところでございます。

こちらの認証クレジットの方法論別内訳をま

とめたものとなりますが、左側のグラフにあり

ますとおり、通常型では木質バイオマスが165.5

万トンで約45％、ボイラーが65.1万トンで約18

％、森林経営活動が62.7万トンで、これも約18

％ということで、この３つで全体の約８割を占

めるということになっております。

次に右側のプログラム型をまとめたグラフで

ございます。

こちらは、太陽光発電が約80％を占めており

ます。そのほか、コージェネレーションが約15

％、電気自動車が約３％となっており、太陽光

発電が多くの割合を占めているということに

なっております。

これから、事例を御紹介させていただければ

と思います。

102ページの事例は熊本市の株式会社エバー

フィールドの事例ということになります。

こちらは住宅で使用される断熱材の製造・施

工時の温室効果ガスの排出量相当をカーボンオ

フセットをするといった事例となります。

購入するクレジットにつきましては、熊本県

有林の森林整備を通じて創出されたものを活用

するということで、住宅で使用する木材を供給

する地域への還元を目指した取組になっている

ところでございます。

同じく熊本県では、株式会社明和不動産など

で構成される和の会というグループをつくられ

ておりまして、小国町が創出をいたしましたＪ

クレジットを購入する形でカーボンオフセット

を実施している事例となります。

また、Ｊクレジットの仲介業者、環境コンサ

ルなんですけれども、北九州市に拠点を持って

いる株式会社ＡＴＧＲＥＥＮという会社が経営

をいたしまして、小国町森林組合に対しまして

間伐材を活用したトレイやティッシュケースな
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どのノベルティー品の企画・制作をされて、会

員企業に提供するような仕組みも構築をされて

います。

クレジットを販売する小国町側では、このク

レジット収益を活用いたしまして森林作業道の

整備などにも取り組まれているということでご

ざいます。

こちらの取組につきましては、森林づくり活

動を通じて脱炭素社会の実現に貢献する企業の

取組を表彰する制度の森林脱炭素チャレン

ジ2023が林野庁にございまして、こちらで農林

水産大臣賞グランプリを受賞されているという

取組になります。

2024年もこの表彰制度がございまして、宮崎

県においても、ダンロップフェニックストーナ

メントのプロゴルフの大会がございますけれど

も、大会運営で出されるＣＯ２の一部をオフセッ

トするスキームを構築されておりまして、こち

らもクレジット収益は宮崎県の県有林の整備に

活用されるということで、2024年度の表彰でＪ

クレジット部門の表彰を受けられております。

それから、あと幾つか事例を簡単に御紹介さ

せていただきたいと思います。

一つ目が左側のほうになりますけれども、長

崎県にある五島市民電力株式会社の取組となり

ます。

こちら、五島市の小売電気事業者ということ

になりますけれども、一般的な電気の小売と、

再エネ由来のカーボンフリー電気の小売をされ

ているところでございました。このうち、カー

ボンフリーの電気の供給につきましては長崎県

庁が運営、管理をしているながさき太陽光倶楽

部のＪクレジットを購入されている事例となり

ます。ちなみに、このながさき太陽光倶楽部に

つきましては、長崎県内の太陽光発電施設を設

置した一般家庭が会員となってクレジットを創

出するような取組でございます。

二つ目が、佐賀ガス株式会社の取組となりま

す。

こちらは都市ガスの供給事業者なんですけれ

ども、2022年から県有林由来のＪクレジットを

活用してＣＯ２排出量を実質ゼロとしたカーボ

ンニュートラルガスを販売されているという事

例となります。

三つ目が株式会社日本旅行の取組となります

が、Ｊクレジットでカーボンオフセットをした

旅行商品を販売されております。また、旅行先

の都道府県で創出されている森林クレジットを

活用されておりまして、旅行先の森林保全活動

にも貢献されているというような事例になりま

す。

四つ目の株式会社丸信の事例は先ほど御説明

がありましたので割愛させていただきます。

五つ目は、株式会社Ｇｒｅｅｎ ｐｒｏｐの

取組となります。

廃棄物の収集運搬処理、リサイクルなどの事

業を展開されているところでして、廃棄物の収

集運搬のトラックの燃料を軽減するためにデジ

タル式の運行記録計を導入されており、可視化

することによって丁寧な運転をしながらＣＯ２

を削減するというような取組でございます。

また、残る排出量につきましてもＪクレジッ

トを活用することでカーボンオフセットに取り

組まれているというような事例となります。

そのほか、九州経済産業局では右側に書かせ

ていただいておりますように、九州地域におけ

るＪクレジットの創出であったり活用事例集を

つくらせていただいております。当局のホーム

ページで御紹介しておりますので、もし御関心

等をお待ちいただけるようであれば御覧いただ
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ければと思っています。

また、Ｊクレジット制度につきましては、制

度事務局のホームページにおきまして制度の概

要、申請の手続、各種事例などを分かりやすい

動画や資料等で紹介をさせていただいておりま

す。こちらも御参考にしていただければと思っ

ております。

以上がＪクレジット制度の概要及び事例紹介

の説明でございます。御清聴ありがとうござい

ました。

○安田委員長 ありがとうございました。

それでは、ここから御説明をいただきました

内容について質疑や意見交換を行いたいと思い

ます。委員の皆様からお伺いしたいことがあれ

ばお願いいたします。

○岩切委員 いきなり各論で申し訳ないんです

けれども、61ページに地熱利用ということでの

大規模農業ハウスということで株式会社タカヒ

コアグロビジネスが紹介されているのですけれ

ども、地熱、温泉熱というものが紹介されるこ

とは少なくて、太陽光や風力等が優先的にある

状況だと思います。国内的に、または九州的に

地熱がこのカーボンニュートラルに対して効果

を現していくのではないかと期待しているので

すけれども、現実的に実行されている地熱利用

というのはどの程度になっているかを教えてい

ただければありがたいです。

○柿川カーボンニュートラル推進・エネルギー

広報室長 ありがとうございます。今、手持ち

に具体的なデータがございませんので恐縮です

けれども、御紹介させていただきますと、この

資料の53ページに九州の発電電力量の構成比と

いうことで、地熱はその他新エネというところ

にバイオマスや廃棄物発電と一緒に分類されて

おります。全体の6.9％の内数が地熱の今の大体

の構成のボリュームといったようなことになっ

ております。

ただ、九州においては、地熱、温泉熱は有力

視されているエネルギー源でございますし、電

源に加えて熱利用という用途もございますので、

温泉熱が取れる地域限定にはなりますけれども、

そういった地域においては様々な利用の用途が

考えられるのではないかと考えております。

十分ではない回答かもしれませんけれども、

私どもとしてはそのように考えております。

○岩切委員 地熱は地球そのものの地下に十分

な量があるのだろうと勝手に想像しておりまし

て、いろんな条件があるということは承知して

いるんですけれども、活用がなかなか進まない

ということもあります。政府一体で地熱開発を

いただけるとうれしいなと漠然と認識していた

ものですから質問させていただきました。

経済産業省さんの地熱についての方向性につ

いてお教えいただけるならお聞かせいただけま

せんでしょうか。

○柿川カーボンニュートラル推進・エネルギー

広報室長 地熱については当然のことながら必

要なエネルギー源ということで私どもは考えて

おります。一つは、経済産業省でも地熱利用の

促進や普及啓発も含めて補助金を御準備させて

いただいておりまして、それを通じて支援をし

ているところです。

二つ目が、ＧＸ推進戦略の②の再エネの文脈

の中で地熱についても位置づけがされていると

いうことで、国としては可能な地域においてエ

ネルギーを進めていくといったようなことに

なっております。

○岩切委員 94ページで御説明を頂いたＪクレ

ジットの売買方法の中で仲介事業者が紹介され

ているんですけれども、Ｊクレジット・プロバ
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イダーに株式会社イトーキ、家具屋さんと認識

するんですけれども、このような幾つかの事業

者さんが仲介事業者として指定されているとい

う認識でよろしいでしょうか。それとも、それ

ぞれの事業者さんが努力して仲介事業者として

名乗り出てきていると理解すればよろしいで

しょうか。

○緒方環境・資源循環経済課長 こちらの仲介

事業者につきましては指定されているような形

でございまして、全体としては制度事務局のほ

うで管理しております。

○柿川カーボンニュートラル推進・エネルギー

広報室長 先ほどの地熱について、最新の情報

となりますが、石破首相の所信表明演説の中で

地熱について触れております。こちらだけ御紹

介させていただきます。

「エネルギーの分野におきまして我が国が高

い潜在力を持つ地熱など再生可能エネルギーの

最適なエネルギーミックスを実現し、日本経済

をエネルギー制約から守り抜きます」と所信表

明演説の中でも位置づけがされているというと

ころを補足させていただきたいと思います。

○緒方環境・資源循環経済課長 先ほどＪクレ

ジットの説明をさせていただいた緒方ですけれ

ども、私からも補足で、94ページの売買方法に

つきましては、相対取引もございますので、そ

ういった場合には、先ほど「指定」と申し上げ

ましが、登録されている方以外の環境コンサル

ティングのような方を経由して相対取引をされ

るようなケースもございますので御参考までに

追加させていただきます。

○工藤委員 Ｊクレジットで、森林整備に使わ

れているという事例があったと思うのですが、

これぐらい森林整備をしたらＣＯ２吸収がこれ

ぐらいというようなモデルケースがあるのか、

それとも、一つ一つ登録をしていってこの段階

を踏まなければいけないのか、どちらでしょう

か。

○緒方環境・資源循環経済課長 方法論別にそ

れぞれの登録、あるいは認証に当たっての計算

方法がございまして、例えば、こちらの場合は

森林経営活動という方法論になりますけれども、

これに基づく計算方法、あるいは、計画策定方

法が個別に定まっております。それに基づきま

して一つ一つ計画を策定いただいて、まずは登

録し、その後、認証をしていただくというよう

な流れになっています。

○工藤委員 例えば、宮崎県森連とかが各森林

組合とこのようなプロジェクトを立ち上げて森

林整備をしていくとした場合、県森連が主導し

てやれば各地域のＣＯ２吸収も加味されて大き

い規模ですることが可能なのでしょうか。それ

とも、地域ごとにしなければいけないのでしょ

うか。

○緒方環境・資源循環経済課長 県有林を県が

が主導して大規模にやられるケースもあります

し、民有林とか小規模でやられるようなケース

もございます。それは、申請者がどういった計

画をされるかによって規模も変わってくるのか

なと思っております。

○工藤委員 やはり作業道修理や登録料などに

大変お金がかかるというところを考えたら宮崎

県とかでかいところがしっかりと計画したほう

がよいと思うのですが。

○緒方環境・資源循環経済課長 そうですね。

やはり県有林を中心として登録されているよう

なケースが多いように感じております。

○日髙委員 地熱については、私も注目してい

ます。福岡においても地域で地熱を動かしてい

るという話なので、そのあたりもぜひ進めてい
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ただきたいなと思います。

大まかな質問ですが、ＤＸとＧＸは連携によっ

てエネルギー管理の最適化だったり、産業の省

エネが可能になってくると思います。その中で

大事なのはＡＩとＩｏＴによる効率的なリソー

ス管理がこれから重要になってくると思うので

すけれども、実際にこれからその部分はしっか

りと進んでいく状況なんでしょうか。

○柿川カーボンニュートラル推進・エネルギー

広報室長 今、御指摘のとおり、ＡＩとＤＸは

非常に関連性が深いものでございます。例えば、

排出量の算定、削減に向けたデータ管理といっ

たところは確実にＤＸの技術が入っております

し、今後、サプライチェーン全体での排出量の

管理みたいなところも加味していきますと、Ｄ

ＸとＧＸというのはさらに関連性が高まってい

くと考えております。

実際に、私どもで先ほど御紹介しましたグリ

ーン成長パートナーの中でも、ＩＴ関連の企業

様も入っていただいております。ソリューショ

ン技術みたいなものを活用してＧＸに貢献した

いというＤＸの企業様はたくさんおられますの

で、私どもとしましては、ＧＸに絡む課題解決

をＤＸ、あるいはＩＴの力でというところは、

今後力を入れて進めていきたい分野と考えてお

ります。

○前屋敷委員 53ページで御説明いただいたと

ころで少し御質問をさせていただきます。

私は、再生可能エネルギーに重点を置く取組

が必要だと思っております。その中で、宮崎を

含め九州全体は太陽光発電がとても進んでいる

というデータも示していただいているのですけ

れども、各家庭でも屋根の上に敷いたパネルで

太陽光発電をしており、エネルギーは自然から

というのが相当定着はしていると思います。

そこで、九州電力さんが買取りをするという

ことになるのですけれども、今、買取りを抑制

しているという状況にあります。経済産業省と

してはその辺をどのように見ておられるのか、

考え方をお聞かせいただければと思います。

○柿川カーボンニュートラル推進・エネルギー

広報室長 太陽光発電につきましては、いわゆ

るＦＩＴ制度と言われている固定価格買取制度

からＦＩＰ制度と言われている市場連動型の制

度に移行している動きが一つ。

もう一つが、九州地域特有ではありますけれ

ども、系統連携の中でのキャパシティーの問題

もありまして、電力が一時的に供給超過になっ

てしまうというところで、出力抑制をせざるを

得ないといった状況もございます。そうしたと

ころもありまして、電力市場の電力基盤整備の

中で、系統連携についても見直していこうとい

うことで、様々な技術開発、設備投資、環境整

備に取り組まれているというです。

それから、結晶体と言われているシリコンを

使った太陽光発電に加えて、印刷技術を活用し

た次世代の太陽光発電、ペロブスカイトといっ

たものも、現在、製品化に向けた取組が進んで

おります。こういったところを今後研究開発、

技術開発を含めてトータルで制度と合わせて取

り組んでいく必要があると考えております。

あと、もう一つ重要な点としては、2035年を

目途に、太陽光発電が製品寿命を大幅に迎えて

いくということになりますと、今後、廃棄パネ

ルにどのように備えていくかというところもあ

りますので、３ＲといわれておりますＲｅｄｕ

ｃｅ（リデュース）、Ｒｅｕｃｅ（リユース）、

Ｒｅｃｙｃｌｅ（リサイクル）、といった仕組み

と合わせて太陽光発電を含めた持続可能な再エ

ネシステムというものが必要になっていくと考
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えております。

○前屋敷委員 ありがとうございました。やは

り自然が恵まれているところでは、自然からエ

ネルギーをつくっていくということが持続可能

なエネルギーの基本になろうかと思いますので、

蓄電の問題も含めた、技術的な研究開発という

のは自治体もですけれども、政府としてももっ

と力を入れて進めていただければと思います。

よろしくお願いしたいと思います。

○武田委員 御説明ありがとうございました。

Ｊクレジット制度は民間、特に中小企業あたり

や地方の自治体等になかなか入っていっていな

いような気がしています。この制度により中小

企業、自治体等の省エネ、低炭素投資等を促進

し、クレジットの活用による国内での資金循環

を促すことで循環と経済の両立を目指すという

ことですが、もっと簡略化した登録であったり、

さっきも工藤委員から出ました、登録等にかか

る審査費用ですよね。妥当性確認とか検証に日

本の大手企業から見ると微々たるものなのかも

しれませんが、地方に住む私たちからすると、

ものすごく高いなというイメージがあります。

これを推進するに当たって、登録の簡素化や費

用の削減はできないのでしょうか。

○緒方環境・資源循環経済課長 確かに制度自

体が複雑な面もあり、なかなか十分に周知でき

ていないところもございますが、先ほどの審査

費用等につきましては、予算に限りがあります

が、審査の登録については70％まで支援します。

クレジットの認証につきましては90％までは支

援しますというような取組もさせていただいて

おります。やはり予算に限りがございまして、

なかなか不十分な点はあろうかと思いますので、

引き続き本省等にも御紹介させていただきなが

ら少しずつ改善等も図っていきたいなと思って

おります。

○武田委員 90％とか70％補助が出るというの

を最初から抜けばいいんじゃないかと単純に思

うのですよね。そうすれば、取り組むときに安

いな、これならいけるという思いになると思い

ます。

先ほど、開設以降で約49万トン、総額14.7億

円が取引されているということでしたが、国と

しては、Ｊクレジット制度をどこまで持ってい

こうとしているのか、そういう目標みたいなの

がありましたらお聞かせください。

○緒方環境・資源循環経済課長 カーボン・ク

レジット市場での取引状況となっておりますが、

やはり2030年の削減目標に向けて、あるいはＧ

Ｘリーグでも前倒して積極的に取り組もうとさ

れておりますので、ニーズ的にはＪクレジット

も脚光を浴びて取引が今後増えていくのではな

いかなと思っております。私どもとしては引き

続き、九州での促進策等を通じまして、分かり

やすい説明会の開催や、相談対応をしながら広

めていきたいと思います。制度事務局のホーム

ページを御紹介させていただきましたけれども、

そちらでも分かりやすく御紹介したり、補助制

度も使いやすいように改善をしながら進めてい

きたいと思います。

そういった中で具体的にはっきりとしたこと

までは、今、申し上げられませんけれども、そ

のようなところで活用促進を図っていきたいな

と思っているところでございます。

○武田委員 ありがとうございます。カーボン

ニュートラルに向けてしっかりと目的地があっ

て、各施策の中でそこに向かって一つずつある

と分かりやすいのかなと思いますのでよろしく

お願いしておきます。

○下沖委員 説明ありがとうございました。103



- 20 -

ページなんですけれども、小国町がどのように

クレジットを創出したのか教えてください。

○緒方環境・資源循環経済課長 小国町は町役

場のほうで町有林を活用されておりまして、こ

れの適正な管理によりましてＪクレジット化を

図られているところでございます。北九州の環

境コンサルタントなんですけれども、株式会社

ＡＴＧＲＥＥＮさんが中心となりまして役場と

森林組合が協力しながらクレジット化を図って

いったというような事例になります。

○下沖委員 考え方として森林面積じゃなくて、

その面積を管理することでの計算方法があると

いうことですか。

○緒方環境・資源循環経済課長 方法論別に計

算方法がございまして、また細かな計算方法が

それぞれ技術ごとに定められております。こち

らもクレジット制度のホームページに計算方法

等も設けさせていただいておりますが、それに

基づきまして申請者の方に計画を策定いただく

ということになります。なかなか初めてされる

方は難しいと思いますので、計画の策定自体も

制度事務局がサポートをさせていただいている

ようなスキームになっております。

○下沖委員 このＪクレジットの考え方として、

再生可能エネルギー、太陽、風力、水力ですね。

これを発電しているということはそれをＪクレ

ジットとして発行、創出できるということなの

か教えてください。

○緒方環境・資源循環経済課長 例えば、太陽

光でしたら、通常、化石燃料で発電されている

電力を太陽光に置き換えることで、ＣＯ２の削

減をしている、その分をＪクレジットとして国

が認証するというような形になります。

○下沖委員 宮崎県もダムをたくさん持ってい

るのですけれども、そこで発電した再生可能エ

ネルギーは県、自治体としてＪクレジットを発

行できるものなのですか。

○緒方環境・資源循環経済課長 例えば先ほど

申し上げましたような太陽光発電であったり水

力発電の設備の導入であったりもございます。

あとは、バイオガスの導入であったり、風力発

電設備の導入とかもございますので、それの方

法論に沿って計画をさせていただくということ

になるかと思います。

○下沖委員 新規の導入ではなく、既存に発電

しているものに関してはＪクレジット化できな

いのでしょうか。

○緒方環境・資源循環経済課長 新規の発電の

創出についての回答をさせていただけたらと

思っております。

削減量に対して新規で登録するというのはも

ちろん可能でございます。

先ほど内容の中で、審査費用の部分というの

もありましたとおり、審査費用に見合った分だ

けの経済合理性があるというのがＪクレジット

の創出について難しい部分になっております。

また、実際に登録支援、プロジェクトを登録

してから認証までというのは２段階の認証方法

になっております。そこに関して時間がかかる

というので、新規で登録するために、まずはプ

ロジェクトを認められるというフローを踏んだ

上で、さらに削減効果が実際にあるというとこ

ろまで認証のプロセスを踏んだ上で、Ｊクレジッ

トが初めて創出されるというところもあります。

今から始めるとなったときに、登録の費用と認

証の費用を含めた上での経済合理性が立ってい

るというのがあって初めてＪクレジットが創出

されると思っております。すぐ始めようと思っ

たり、一つのプロジェクトとして削減量を見た

ときに経済合理性が立っているというのが焦点

令和６年10月30日（水曜日）
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になってくるかと思います。

○安田委員長 ほかに何かないでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○安田委員長 それでは、ないようであります

のでこれで終わりたいと思います。

本日は、お忙しい中、御説明をいただきまし

て誠にありがとうございます。

本日お伺いいたしましたカーボンニュートラ

ルの推進、Ｊクレジット制度につきましては、

今後の委員会の活動に十分反映させていただき

たいと考えております。

本日はありがとうございました。

それでは、暫時休憩いたします。ありがとうご

ざいました。

午前11時38分休憩

午前11時39分再開

○安田委員長 委員会を再開いたします。

それでは、協議事項１の次回の委員会につい

てです。

次回の委員会につきましては、12月６日金曜

日を予定しておりますが、調査事項「地球温暖

化による環境変化への適応策に関すること」を

テーマに国立環境研究所より参考人を実際にお

呼びし、課題や適応策、全国の事例等について

お話を伺ってはどうかと考えておりますが、い

かがでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○安田委員長 特にないようでありますので、

そのような形で準備させていただきます。

最後に協議事項２、その他で何か皆様からな

いでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○安田委員長 ないようでありますので、次回

の委員会は12月６日金曜日午前10時からを予定

しておりますのでよろしくお願いいたします。

それでは、以上で本日の委員会を閉会いたし

ます。ありがとうございました。

午後11時40分閉会
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